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１ 用語解説 

用語 意味 

ＤＶ 

（ドメスティック・ 

バイオレンス） 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは、配偶者や恋人など親密な関係にあ

る、又はあった者から振るわれる暴力のことです。ここでの暴力は、身体的な暴

力に限らず、精神的な暴力、性的な暴力も含まれます。また、これらの暴力は単

独で起きることもありますが、多くは何種類かの暴力が重なることや、１つの行

為が複数の形態に該当します。 

 

ＬＧＢＴＱ 

（エルジービー 

ティーキュー） 

ＬＧＢＴＱとは、性的少数者を表す言葉の１つです。「Ｌ」はレズビアン、「Ｇ」

はゲイ、「Ｂ」はバイセクシュアル、「Ｔ」はトランスジェンダー、「Ｑ」はクエス

チョニングまたはクィアを意味します。 

クエスチョニングとは、自分自身の性のあり方を「わからない」または「決めた

くない」人の性を指します。クィアとは、様々な性的少数者を表す言葉です。元々

は、性的少数者を「（不快な意味で）妙な、異常な、気の狂った、病気である」と

名指す極めて侮蔑な言葉でしたが、これを一部の性的少数者の人たちやその支援

者が、肯定的な意味で用いるようになっています。 

 

ＳＯＧＩ（ソジ） 

セクシャリティのうち、どのような対象を恋愛や性愛、性的魅力を感じるかのパ

ターンである「Sexual Orientation（性的指向）」と、自分の性別をどう認識して

いるかを表す「Gender Identity（性自認）」の頭文字を取った言葉です。 

ＬＧＢＴが「誰」を表す言葉であるのに対して、ＳＯＧＩは「どのような」を表

す言葉です。性的少数者以外にもＳＯＧＩという属性があります。あらゆる人が

それぞれのＳＯＧＩを持つ権利が、国際人権法によって保障されており、国、自

治体に限らず、市民、企業等はＳＯＧＩの権利を守らなければなりません。 

 

アンコンシャス・ 

バイアス 

アンコンシャス・バイアスとは、無意識の偏見のことです。迅速に判断を下した

り評価をしたりする際に、自動的に反応する脳の働きによるものです。誰もが、

育った環境や所属する集団の中で、知らず知らずのうちに既成概念、固定観念と

して身に付けてしまいます｡偏見を自覚できないため、自制が難しく、自分の判断

を平等だと考えながら偏見に基づいた行動をとることがあります。 

 

インバウンド 

（観光客） 

インバウンドとは、訪日外国人旅行者を指す和製英語であり、2002年の「経済財

政運営と構造改革に関する基本方針2002」に基づくビジット・ジャパン・キャン

ペーンを皮切りに、インバウンドとインバウンド消費（訪日外国人旅行者の我が

国における消費活動のこと）を増やすための政策が行われています。 

 

えるぼし 

女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定

めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業が、申請を行うことによって女性

の活躍推進の状況などが優良な企業として、厚生労働大臣の認定（えるぼし認定）

を受けることができる制度です。 

 

エンパワーメント 

エンパワーメントとは、能力を発揮・開発する機会を奪われた脆弱層等が能力を

発揮し、生活や環境を自分自身でコントロールできるように環境整備をするこ

と、また、環境整備ができない場合には弥縫策として脆弱層への介入を行うこと

です。この環境整備は、様々な機会を持つことができる人たちにとっての抑圧的

な規範を解放するものです。 

 

くるみん 

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のう

ち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業が、申請を行うこと

によって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）

を受けることができる制度です。 

 



１ 用語解説  参考資料  

37 

 

用語 意味 

ジェンダー 

本計画では、ジェンダーという語の複雑さを踏まえ、「社会的・文化的に用いられ

ることが多い性の区分」という意味で用いています。 

 

ジェンダー・ 

ギャップ指数 

ジェンダー・ギャップ指数とは、世界経済フォーラムがジェンダー平等の進捗状

況をベンチマークするために公表している各国における男女格差を測る指数の

ことです。「Global Gender Gap Report 2020」では、153の主要国と重要国が含

まれており、日本は121位となっており、ＯＥＣＤに加盟する先進国では最下位と

なっています。 

 

ダイバーシティ 

ダイバーシティとは、「多様性」を意味する言葉です。性別や国籍、年齢などに関

わりなく、多様な個性が力を発揮し、共存できる社会のことをダイバーシティ社

会といいます。 

 

ダブルケア 

ダブルケアとは、子育てと高齢者の介護が同時期に発生する状態のことです。我

が国では、晩婚化と家族成員や親族関係の希薄化によって、子育てと親（義親を

含む）の介護を同時に行う世帯が増えています。 

 

パープルリボン運動 

パープルリボン運動とは、ＤＶや虐待などに対してパープルのアウェアネスリボ

ンを用いた、個人間の暴力防止とその啓発を目的とした運動のことです。 

パープルリボンは、ＤＶや虐待の他、様々な疾患、障がい等の脆弱層への配慮、

動物愛護や事件への追悼の意を表すために用いられることがあります。 

 

ヤングケアラー 

通学や仕事のかたわら、障害や病気のある親や祖父母、年下の兄弟などの介護や

世話をしている18歳未満の子どもを指します。 

家族にケアを要する人がいることで、家事や家族の世話を行う子どもは、年齢や

成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで、ヤングケアラー自身の

育ちや教育に影響を及ぼしていることもあり、適切な支援を行っていくことが必

要であると言われています。 

 

ワーク・ライフ・ 

バランス 

ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と生活の双方の調和のことです。我が国で

は、人々の働き方に関する意識や環境が社会経済構造の変化に必ずしも適応しき

れていない現状を踏まえ、誰もがやりがいや充実を感じながら働き、仕事上の責

任を果たす一方で、子育て・介護の時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる個

人の時間を持てる健康で豊かな生活を送れる社会を目指しています。 
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２ 計画策定経過及び策定体制 

（１）三島市男女共同参画プラン（みしまアクションプラン・パート４）策定経過  

年月 全体 庁内策定部会 推進会議 

令
和
元
年
度 

４
月 

市民意識調査 
  

９
月 

部長会議 

策定方針決定

（9/27） 

  

10
月 

プラン案検討 

第１回策定検討部会（10/9） 

○次期計画の策定方針、スケジュール 

第１回推進会議（10/21） 

○次期計画の策定方針、スケジュール 

静岡県策定支援アドバイザー講演会（10/28） 

演題：「男女共同参画計画の意義と必要性」 

講師：静岡県立大学 犬塚協太 教授 

11
月 

第２回策定検討部会（11/20） 

○現行プランの評価と検証、次期計画

骨子案 

 

 

12
月 

第３回策定検討部会（12/19） 

○基本目標及び基本方針 

 

１
月 

第４回策定検討部会（1/31） 

○基本方針、計画書の構成 

 

３
月 

 第２回推進会議（新型コロナウイルス

感染症拡大の影響により中止） 

令
和
２
年
度 

８
月 

 

 

第１回推進会議（8/28） 

○検討状況の報告及び体系図 

11
月 

第５回策定検討部会（11/24） 

○計画体系図、具体的取組及び成果指

標 

 

12
月 

第６回策定検討部会（12/11） 

○具体的取組、成果指標 

第２回推進会議（12/17） 

○計画案について 

１
月 

パブリック・コメント 

（1/8～2/8） 
  

２
月 

最終案検討 

パブリック・コメント結果報告 

第７回策定検討部会（書面開催） 

○最終案への意見聴収 

 

３
月 

プラン決定 

部長会議最終案決定 

（3/10） 

計画書発行 

 第３回推進会議（3/2） 

○最終案への意見聴収 

推進会議座長から市長へ報告 
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（２）策定体制図 

 

 

 

 

職員の参画 

市 長 

部長会議 

策定部会 

市民の参画 

三島市男女共同参画 

プラン推進会議 

（有識者・市民） 

・市民意識調査 

・女性まちづくり講座 

・パブリック・コメント 

提言 

報告 

意見聴収 

事務局 

（政策企画課） 
事業担当課 

静岡県（男女共同参画課） 
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３ 三島市男女共同参画プラン推進会議設置要綱 

 

平成 14年５月 24日 

制定 

(設置) 

第１条 三島市男女共同参画プラン(以下「プラン」という。)の総合的かつ効果的な推進を図るため、

三島市男女共同参画プラン推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。 

(所掌事項) 

第２条 推進会議は、次の事項について意見を交換し、提言を行う。 

(1) プランの策定及び推進 

(2) その他男女共同参画の推進に関し必要な事項 

(委員) 

第３条 推進会議の委員は、20人以内とする。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が依頼する。 

(1) 知識経験を有する者 

(2) その他市長が必要と認める者 

(依頼期間) 

第４条 委員の依頼期間は、２年とする。ただし、補欠の委員の依頼期間は、前任者の残任期間とする。 

(座長等) 

第５条 推進会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 座長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

(推進会議) 

第６条 推進会議は、必要に応じて市長が招集する。 

(庶務) 

第７条 推進会議の庶務は、男女共同参画推進担当課において処理する。 

附 則 

この要綱は、平成 14年６月１日から施行する。 

附 則(平成 15年３月 31日制定) 

この要綱は、平成 15年４月１日から施行する。 

附 則(平成 21年８月 21日制定) 

この要綱は、平成 21年 10 月１日から施行する。 
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４ 策定組織名簿 

○三島市男女共同参画プラン推進会議（50音順） 

 

No 氏 名 職 名 備 考 

１ 青木 千賀子 
日本大学大学院国際関係研究科 

非常勤講師 
座長 

２ 橋本 裕子 弁護士（橋本裕子法律事務所） 副座長 

３ 青木 泰彦 伊豆箱根鉄道㈱ 総務部次長  

４ 石川 玲子 公募委員  

５ 
小林 孝浩 

三島信用金庫人財開発部 
～Ｒ２年11月 

井澤 ゆかり Ｒ２年12月～ 

６ 榊 知恵子 女性懇話会  

７ 杉村 伸二郎 
社会福祉法人静岡恵明学園 

保育園グループ 統括園長 

 

 

８ 杉山 昇 三島市自治会連合会 副会長  

９ 
鈴木 滋 

三島公共職業安定所 所長 
～Ｒ２年７月 

渡井 正浩 Ｒ２年８月～ 

10 
内藤 尚子 

三島函南農協組合（ＪＡ三島函南推薦） 
～Ｒ２年11月 

鈴木 敏子 Ｒ２年12月～ 

11 永倉 えり子 
キャリア・コンサルタント 

女性まちづくり講座１期生 

 

 

12 中園 英子 元 小学校教頭  

13 
平野 英昭 平野建設 株式会社（三島商工会議所推薦） ～Ｒ２年11月 

堀江 博子 株式会社 堀江塗料（三島商工会議所推薦） Ｒ２年12月～ 

14 松久 晃士 
株式会社 ワーク・ライフバランス 

コンサルタント 
 

15 宮川 紀代美 三島市民生委員児童委員協議会 会長  
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○三島市男女共同参画プラン策定検討部会 

 

No 氏 名 所属部課名 職 名 

１ 大石 仁美 環境市民部 環境政策課 主幹 

２ 岩崎 淳子 環境市民部 地域協働・安全課 課長 

３ 三枝 知子 健康推進部 （健康づくり課） 技監 

４ 原 理絵 健康推進部 地域包括ケア推進課 係長 

５ 沼上 勝一 社会福祉部 福祉総務課 課長 

６ 渡邊 由美 社会福祉部 子育て支援課 課長 

７ 臼井 貢  社会福祉部 （子ども保育課） 参事 

８ 池田 智美 社会福祉部 障がい福祉課 課長 

９ 鈴木 啓司 企画戦略部 政策企画課 課長 

10 及川 篤子 企画戦略部 人事課 課長補佐 

11 加藤 裕子 企画戦略部 広聴文書課 副参事 

12 畠 孝幸 企画戦略部 危機管理課 課長 

13 畠 和哉 産業文化部 商工観光課 課長 

14 木村 由美子 産業文化部 文化振興課 係長 

15 鈴木 真  教育推進部 学校教育課 課長 

16 若林 光彦 教育推進部 生涯学習課 課長 
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５ 三島市の現状 

ワーク・ライフ・バランスの実現状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※1 三島市の調査の選択肢に「その他」、「わからない」はありません。       資料：三島市市民意識調査（令和２年度） 
※2 内閣府の調査に無回答はありません。                       静岡県男女共同参画調査      

内閣府男女共同参画調査      

 

子育て支援サービスの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：三島市市民意識調査（令和元年度） 

 

 

社会通念や慣習・しきたりでの男女平等感 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：三島市市民意識調査（令和元年度） 

  

満足

5.7%

やや満足

20.4%

どちらともいえない

29.8%やや不満

7.1%

不満

2.5%

わからない

31.7%

無回答

2.9%
 

『満足』26.1% 

『不満』12.6% 

現段階では「満

足」と「やや満足」

の合計が「不満」

と「やや不満」の

合計よりも多く

なっています。 

67.5 

10.4 
2.8 

15.8 

3.6 

67.3 

11.1 
4.1 

15.2 

2.3 

67.9 

10.0 
1.9 

16.5 

3.8 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

男性優遇 男女平等 女性優遇 わからない 無回答

（％）

全体

男性

女性

「男性優遇」が最

も多くなっていま

す。 

全体

男性

女性

ずっと職業を続けるのがよい

子どもができたら職業をやめ、手を離れたら
再就職をするのがよい

子どもができるまでは職業をもつほうがよい

結婚するまでは職業をもつほうがよい

女性は職業をもたないほうがよい

その他※1

わからない※1

無回答※2

61.0

20.3

6.5

4.8

3.9

1.7

1.7

43.3

33.9

3.5

2.8

0.9

7.1

7.4

1.1

40.1

44.7

7.0

2.4

0.9

4.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0（％）

国 静岡県 三島市

国や県よりも女性

が活躍し続ける事

を望む人が少なく

なっています。 

国 静岡県 三島市

５歳階級別労働力率のM字

カーブの背景には、性別役割

分担意識があると言われて

おり、今後の課題です。 
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市内に住む外国人の国籍内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：市民課（令和元年度）           

 
 

 

高齢者世帯数の推移（65歳以上の高齢者がいる世帯） 

  

 

 

 

 

 

 
 

資料：高齢者福祉行政の基礎調査（各年度） 

 

 

  

中国

15.0%

ベトナム

14.8%

フィリピン

14.3%

ブラジル

12.3%

韓国

11.4%

タイ

4.1%

ペルー

3.0%

ネパール

2.5%

インド

2.5%

ラオス

2.5%

その他

17.6%

6,072 6,355 6,755 6,991 7,379 7,671 7,926 

4,780 5,079 5,307 5,556 5,732 5,833 6,037 

8,339 8,413 8,343 8,301 8,229 8,151 8,001 

40.4 41.5 42.6 43.1 43.8 44.3 44.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（％）（世帯）

単身世帯数 夫婦世帯数 同居世帯数 高齢者のいる世帯の割合

「中国人」（15.0%）

が最も多く、次いで

「ベトナム人」

（14.8%）、「フィリ

ピン人」（14.3%）と

なっています。 

高齢者のいる世

帯の割合が増加

し続けていま

す。また、独居の

高齢者も増加し

続けています。 

国籍 人数

中国 207
ベトナム 204
フィリピン 197
ブラジル 170
韓国 157
タイ 57
ペルー 42
ネパール 34
インド 34
ラオス 34
その他 242

全体 1,378
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障害者自立支援法において充実を望むサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：三島市障がい福祉に関するアンケート調査（令和元年度） 
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資料：健康づくり課（各年度） 
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いずれの障がいも計画相談支援へのニーズが

多くなっています。 

相談・訪問件数

は減少傾向で

す。これに沿っ

て他機関連絡件

数も減少してい

ます。 
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６ 関係法令 

○男女共同参画社会基本法 

 

（平成11年法律第78号） 

改正 平成11年７月16日法律第102号 

平成11年12月22日法律第160号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第12条） 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第13条―第20条） 

第３章 男女共同参画会議（第21条―第28条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向け

た様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努

力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応し

ていく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その

個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重

要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向

かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推

進するため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力

ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、

並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計

画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社

会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会

を形成することをいう。 
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二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲

内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別に

よる差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその

他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的

な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすこと

により、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会にお

ける制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なも

のとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団

体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保さ

れることを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子

の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果

たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなけれ

ばならない。 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していること

にかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第８条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を

含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策

に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する

責務を有する。 

（国民の責務） 

第10条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっ

とり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第11条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財

政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第12条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社
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会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しな

ければならない。 

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第13条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣

議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本

計画を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第14条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」

という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区

域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村

男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は

変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第15条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定

し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第16条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう

適切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 
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第17条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会

の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別に

よる差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された

場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第18条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研

究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよ

うに努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第19条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関

との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図る

ために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第20条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団

体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要

な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第21条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第22条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画

社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議するこ

と。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大

臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及

び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めると

きは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第23条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。 

（議長） 

第24条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第25条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任
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命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の

十分の四未満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第26条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第27条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に

対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求

めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以

外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第28条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事

項は、政令で定める。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

 

（以下略） 
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○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

（平成27年法律第64号） 

改正 平成29年３月31日法律第14号 

令和元年６月５日法律第24号 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 基本方針等（第５条・第６条） 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針（第７条） 

第２節 一般事業主行動計画等（第８条―第18条） 

第３節 特定事業主行動計画（第19条） 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表（第20条・第21条） 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第22条―第29条） 

第５章 雑則（第30条―第33条） 

第６章 罰則（第34条―第39条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と

能力を10分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。）

が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）の基本理念に

のっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共

団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業

生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における

活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国

民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを

目的とする。 

（基本原則） 

第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏

まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、

職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、

性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対し

て及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が10分に発揮できるようにすることを旨として、行われな

ければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その

他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事

由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会

の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に

果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生
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活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本

人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則

（次条及び第５条第１項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の推

進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業

生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境

の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるととも

に、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなけれ

ばならない。 

 

第２章 基本方針等 

（基本方針） 

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ

一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前３号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけ

ればならない。 

５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定める

よう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）

を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策について

の計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 
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第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針 

第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第１項に規定

する一般事業主行動計画及び第19条第１項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主行

動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきも

のを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

第２節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働

者の数が300人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主

が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定

め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更した

ときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生

労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の

差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するため

に改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この

場合において、前項第2号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続

勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他

の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業

主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 
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７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のものは、事業主行動計画策定指針に

即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出る

よう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場

合について、第４項から第６項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、

又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づ

き、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める

基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第10条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用

に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定める

もの（次項及び第14条第１項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付すること

ができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付し

てはならない。 

（認定の取消し） 

第11条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第９条の認定を取

り消すことができる。 

一 第９条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第９条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第12条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、

当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定し

た一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成した

こと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）

第13条の２に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律（平成３年法律第76号）第29条に規定する業務を担当する者を選任していること、

当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであることそ

の他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第13条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）については、第８条第

１項及び第７項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも１回、女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第14条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 
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２ 第10条第２項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第15条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条の認定

を取り消すことができる。 

一 第11条の規定により第９条の認定を取り消すとき。 

二 第12条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

三 第13条第２項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第12条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第16条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の

数が300人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体をし

て女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせよう

とする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭

和22年法律第141号）第36条第１項及び第３項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適

用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特

別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社

団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するもの

に限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、

厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承

認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、

同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定める

ところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で

定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第37条第２項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第５条の３第

１項及び第４項、第５条の４、第39条、第41条第２項、第42条第１項、第42条の２、第48条の３第１

項、第48条の４、第50条第１項及び第２項並びに第51条の規定は前項の規定による届出をして労働者

の募集に従事する者について、同法第40条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事

する者に対する報酬の供与について、同法第50条第３項及び第４項の規定はこの項において準用する

同条第２項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第37条

第２項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律第16条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第41条第

２項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものと

する。 

６ 職業安定法第36条第２項及び第42条の３の規定の適用については、同法第36条第２項中「前項の」

とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与
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えようとする」と、同法第42条の３中「第39条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）第16条第４項の規定による届出をして労働

者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第２項の相談及び援助の実施状況について報告を求

めることができる。 

第17条 公共職業安定所は、前条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業

主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募

集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第18条 国は、第８条第１項若しくは第７項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般

事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者

への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他

の援助の実施に努めるものとする。 

第３節 特定事業主行動計画 

第19条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事

業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動

計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。

以下この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるとこ

ろにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管

理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活に

おける活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情に

ついて分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項

第2号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小

の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定

めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知さ

せるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなけ

ればならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定め

られた目標を達成するよう努めなければならない。 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 
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第20条 第８条第１項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関

する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実

績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又

は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関す

る前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第21条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職

業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情

報を定期的に公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第22条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の

支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活

を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その

他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができ

るものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、

当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第23条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要

な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第24条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公

庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件

の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性

の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施

の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他

の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を

実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第25条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深
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め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第26条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の

職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第27条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業

を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第22条第１項の規

定により国が講ずる措置及び同条第２項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他

の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域において女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関

により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第22条第３項の規定による事務

の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として

加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前2項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互の連

絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携

の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組につ

いて協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表

しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第28条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の

事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第29条 前2条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第５章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第30条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第８条第１項に規定する

一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第７項に規定する一般事業

主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（公表） 

第31条 厚生労働大臣は、第20条第１項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第８条第

１項に規定する一般事業主又は第20条第２項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業

主若しくは特例認定一般事業主である第８条第７項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による

勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表すること
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ができる。 

（権限の委任） 

第32条 第８条、第９条、第11条、第12条、第15条、第16条、第30条及び前条に規定する厚生労働大臣

の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができ

る。 

（政令への委任） 

第33条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第６章 罰則 

第34条 第16条第５項において準用する職業安定法第41条第２項の規定による業務の停止の命令に違

反して、労働者の募集に従事した者は、１年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

一 第22条第４項の規定に違反して秘密を漏らした者 

二 第28条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 

一 第16条第４項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第16条第５項において準用する職業安定法第37条第２項の規定による指示に従わなかった者 

三 第16条第５項において準用する職業安定法第39条又は第40条の規定に違反した者 

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 

一 第10条第２項（第14条第２項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第16条第５項において準用する職業安定法第50条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報

告をした者 

三 第16条第５項において準用する職業安定法第50条第２項の規定による立入り若しくは検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

四 第16条第５項において準用する職業安定法第51条第１項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務

に関し、第34条、第36条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に

対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第39条 第30条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第３章（第７条を除く。）、第５章（第28条を除

く。）及び第６章（第30条を除く。）の規定並びに附則第５条の規定は、平成28年４月１日から施行す

る。 

 

 （以下略） 
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○静岡県男女共同参画推進条例 

 

平成13年７月24日 

静岡県条例第46号 

目次 

前文 

第１章総則（第１条―第５条） 

第２章男女共同参画の推進に関する総合的対策（第６条―第13条） 

第３章静岡県男女共同参画会議（第14条―第16条） 

附則 

 

男女の人権が性別にかかわりなく尊重され、かつ､少子高齢化の進行、情報化や国際化の進展など

社会経済情勢の変化に対応できる真に豊かで活力ある社会に向けて、男女共同参画社会の実現は、

21世紀の最重要課題であるとともに、私たちすべての願いである。 

静岡県では、県民の協力を得て男女共同参画の推進に関する様々な施策を実施してきたが、職場、

学校、地域、家庭など社会のあらゆる分野において、根強く残る性別による固定的な役割分担意識

とそれに基づく社会慣行の是正や政策及び方針の決定過程への女性の参画促進などの取組をより一

層進めていく必要がある。このため、私たちは、互いにその個人としての尊厳を重んじ、男女が社会

の対等な構成員として、自らの意思により社会のあらゆる分野における活動に参画し、共に責任を

分かち合う男女共同参画社会の実現に向けて、県、市町村及び県民の連携、協働の下に、その取組を

力強く推進することを決意して、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）に規定する基本理念にのっ

とり、男女共同参画の推進に関し、県及び県民の責務を明らかにするとともに、県の基本的施策

を定め、これを総合的かつ計画的に推進、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「男女共同参画」とは、男女が、性別にかかわりなくその個性と能力を

十分に発揮する機会が確保されることにより、社会の対等な構成員として自らの意思により職場、

学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野における活動に参画し、共に責任を担うことをい

う。 

２ この条例において「積極的格差改善措置」とは、前項に規定する機会に係る男女間の格差を改

善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供するこ

とをいう。 

（県の責務） 

第３条 県は、男女共同参画の推進に関する施策（積極的格差改善措置を含む。以下同じ。）を総合

的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、市町村が実施する男女共同参画の推進に関する施策及び県民が行う男女共同参画の推進

に関する活動を支援するため、情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものと
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する。 

３ 県は、第１項に規定する施策を総合的に策定し、及び実施するために必要な体制を整備すると

ともに、財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（県民の責務） 

第４条 県民は、性別による差別的取扱いをしないこと、男女の固定的な役割分担意識に基づく制

度及び慣行を見直すことその他の取組により男女共同参画を推進するとともに、県が実施する男

女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

２ 県民は、男女間の暴力及びセクシュアル・ハラスメント（性的な言動により相手方を不快にさ

せその者の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益

を与えることをいう。以下同じ。）を根絶するよう努めなければならない。 

３ 県民は、情報を公表するに当たっては、性別による差別、男女間の暴力及びセクシュアル・ハ

ラスメントを助長する表現を用いないことを旨としなければならない。 

（民間の団体の責務） 

第５条 民間の団体（事業者を含む。以下同じ。）は、前条に規定するもののほか、次に掲げる事項

を行うよう努めなければならない。 

(1) 当該団体における方針の決定過程に男女が共同して参画する機会を確保すること（積極的

格差改善措置を含む。）。 

(2) 当該団体を構成する男女が、当該団体における活動と家庭生活その他の分野における活動

とを両立して行うことができるよう配慮すること。 

 

第２章 男女共同参画の推進に関する総合的対策 

（基本的施策） 

第６条 県は、男女共同参画を推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。 

(1) 男女の固定的な役割分担意識に基づく制度及び慣行の見直し並びに男女が共に社会に参画

するための意識の改革を進めること。 

(2) 男女の人権の尊重及び男女平等の推進に関する学校教育その他の教育を充実すること。 

(3) 県及び市町村における政策の決定過程並びに民間の団体における方針の決定過程への女性

の参画の拡大を促進すること。 

(4) 家族を構成する男女が、互いに協力し、子の養育、家族の介護等について家族の一員として

の役割を円滑に果たすことができるよう、社会環境の整備を進めること。 

(5) 職場における男女の均等な機会及び待遇の確保、男女の職業生活と家庭生活その他の生活

との両立の支援並びに多様な働き方が可能となる就業環境の整備を進めること。 

(6) 男女が、共に国際社会及び地域社会の一員として、様々な活動に参画することができるよう

支援すること。 

(7) 男女間の暴力及びセクシュアル・ハラスメントを根絶するよう積極的な対応を図ること。 

(8) 産む性としての女性が、自ら健康の保持及び増進を図ることができるよう支援すること。 

(9) その他男女共同参画を推進するために必要な施策 

（基本計画の策定） 

第７条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同

参画基本計画（以下「基本計画」という。）を策定するものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
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(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱 

(2) 男女共同参画の推進に関する施策を計画的に実施するために必要な目標数値 

(3) 前２号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施

するために必要な事項 

３ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ広く県民の意見を聴くとともに、静岡

県男女共同参画会議に意見を求めるものとする。 

４ 知事は、基本計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（年次報告） 

第８条 知事は、毎年、男女共同参画の状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況につ

いて報告書を作成し、これを公表するものとする。 

（広報活動） 

第９条 知事は、男女共同参画に関する県民の理解を深めるために必要な広報活動を行うものとす

る。 

（男女共同参画の日） 

第10条 県は、県民の間に広く男女共同参画についての関心と理解を深めるとともに、積極的に男

女共同参画の推進に関する活動を行う意欲を高めるため、男女共同参画の日を設ける。 

２ 男女共同参画の日は、７月30日とする。 

３ 知事は、男女共同参画の推進に関する取組を積極的に行っているものの顕彰その他の男女共同

参画の日の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。 

（苦情又は相談の申出の処理） 

第11条 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影

響を及ぼすと認められる施策又は性別による差別的取扱いその他男女共同参画の推進を阻害す

る要因による人権の侵害に関する県民からの苦情又は相談の申出に対して、関係機関と協力して

適切な処理を行うものとする。 

２ 知事は、前項の申出を処理する職員を置くものとする。 

（民間の団体の協力） 

第12条 知事は、男女共同参画の推進に関し必要があると認めるときは、民間の団体に対し、男女

共同参画に関する取組状況について資料の提出その他の協力を求めることができる。 

（調査研究） 

第13条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するため、必要な調査研究

を行うものとする。 

 

第３章 静岡県男女共同参画会議 

（設置及び所掌事務） 

第14条 県に、静岡県男女共同参画会議（以下「参画会議」という。）を置く。 

２ 参画会議は、次に掲げる事務を行う。 

(1) 基本計画に関し、第７条第３項に規定する意見を述べること。 

(2) 知事の諮問に応じ、基本的かつ総合的な男女共同参画の推進に関する施策及び重要事項を

調査審議すること。 
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(3) 県の男女共同参画の推進に関する施策の実施状況及び第11条第1項に規定する県民からの

苦情又は相談の申出に対する処理について、知事に意見を述べること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、男女共同参画に関する重要事項について、知事に意見を述べる

こと。 

（組織及び委員） 

第15条 参画会議は、知事が任命する委員20人以内で組織する。 

２ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の４未満とならないものとする。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（委任） 

第16条 この章に定めるもののほか、参画会議に関し必要な事項は、知事が定める。 

 

附則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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